
令和７年３月１４日 

  

報道機関各位 

 

長岡市中心市街地整備室 

まちなか政策担当課長 

 

まちを「つくる」、「つかう」、「つなぐ」、そして「ひろげる」 

長岡市中心市街地活性化基本計画(第 4期)

を内閣総理大臣が認定 
 

このたび、長岡市の中心市街地における今後５年間のまちづくりの方針を示す

「長岡市中心市街地活性化基本計画（第４期計画）」が、内閣総理大臣の認定を受

けました。 

これまでの歩みを止めることなく、中越地域の母都市である長岡市の中心市街地

の拠点性や便益を高め、その効果や成果を市域全体に「ひろげる」ことで、未来に

繋がるまちづくりを進めます。 

下記のとおり概要をお知らせしますので、ぜひ取材くださるようお願いします。 

 

 

長岡市中心市街地活性化基本計画（第４期計画） 
 

１ 認 定 日  令和７年３月 14 日（金） 

 

２ 計画期間  令和７年４月から令和１２年３月まで（５年間） 

 

３ 計画区域  ＪＲ長岡駅周辺の約 96.3ha の区域 

 

４ 計画概要  別紙の概要版のとおり 

 

５ そ の 他  計画書の本編と概要版のデータは市のホームページを参照 

  
 

 

 

 

問い合わせ：中心市街地整備室まちなか政策担当課長 松木 

℡０２５８－３９－２８０７ 

長岡市 

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate01/chukatsukeikaku4/index.html 

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate01/chukatsukeikaku4/index.html
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